
                               
（参考） 

 

１．世界自然遺産候補地選定経緯 

 

○環境省と林野庁が、平成１５年に学識経験者からなる「世界自然遺産候補地に関する検討

会」を共同で設置し、世界自然遺産の新たな推薦候補地を学術的見地から検討。 

○「知床」、「小笠原諸島」、「琉球諸島」の３地域を我が国における新たな世界自然遺産

の候補地として選定。 

○ 「小笠原諸島」の評価された点と課題は以下のとおり。 

【評価された点】 

・多くの固有種・希少種が生息・生育し、特異な島嶼生態系を形成。 

【課 題】 

・ 外来種対策を早急に講じる必要がある。 
・ 最も重要な地区の一部は、未だ十分な保護担保措置がとられていない。 

○  平成１８年１１月１４日、環境省と林野庁が世界遺産条約関係省庁連絡会議におい

て、関係行政機関及び関係団体による地域連絡会議と学識経験者による科学委員会を設

置し、世界遺産への推薦に向けて地域における保全管理の推進方策を検討する旨、報告。 

 

２．地域連絡会議と科学委員会 

 

 ○「小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連絡会議（仮称）」 

・小笠原諸島の世界自然遺産登録に向けて、その候補地の適正な管理のあり方の検討、関係

機関の連絡・調整を目的として、関東地方環境事務所、関東森林管理局、東京都、小笠原

村及び小笠原諸島の保全と管理に関わる地元関係団体で構成。 

・第１回会議を 11月 22日に小笠原村で開催済み。 
○「小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会（仮称）」 

・世界自然遺産候補地の自然環境の保全・管理等について科学的な見地からの検討を行うこ

とを目的に、学識経験者で構成。 

 ・第１回委員会を 11月 29日に東京都区内で開催予定。 
※地域連絡会議及び科学委員会の事務局は、関東地方環境事務所、関東森林管理局、東京都

及び小笠原村。 

 

３．世界遺産条約の概要について 

 

（１）条約の概要 

・正式名称：世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 

・目  的：顕著で普遍的な価値を有する遺跡や自然地域などを人類全体のための世界の遺

産として保護、保存し、国際的な協力及び援助の体制を確立する。 

・採  択：１９７２年（我が国は１９９２年に締結） 

・締約国数：１８３ヶ国（２００６年１０月２３日現在） 

・事 務 局：ＵＮＥＳＣＯ世界遺産センター（パリ） 
 



                               
 

（２）世界遺産のカテゴリーと登録件数 ※ 
 

カテゴリー 対 象 登録件数 

 文化遺産 

 

世界的な見地から見て歴史上、美術上、科学上顕著で普遍的価値を

有する記念工作物、建造物群、遺跡を対象 
 

６４４ 

 自然遺産 世界的な見地から見て観賞上、科学上又は保全上顕著な普遍的価値

を有する特徴ある自然の地域、脅威にさらされている動植物種の生

息地、自然の風景地等を対象 

１６２ 

 

 

 複合遺産 文化遺産と自然遺産との両面の価値を有するものを対象 

 
 

  ２４ 

（合 計）                                         ８３０ 

 ※２００６年７月現在。第３０回世界遺産委員会の審査結果を含む。 

 

（３）我が国の世界遺産 

平成１８年１０月現在、我が国では、自然遺産３件、文化遺産１０件の合計１３件が世界

遺産として登録されている。 

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 文化遺産（計１０地域）】 

  ・法隆寺地域の仏教建造物（平成５年） 

  ・姫路城（平成５年） 

  ・古都京都の文化財（平成６年） 

  ・白川郷・五箇山の合掌造り集落（平成７年）  

  ・原爆ドーム（平成８年） 

  ・厳島神社（平成８年） 

  ・古都奈良の文化財（平成１０年） 

  ・日光の社寺（平成１１年） 

・琉球王国のグスク及び関連遺産群（平成１２年） 

・紀伊山地の霊場と参詣道（平成１６年） 

【 自然遺産（計３地域）】 

・ 屋久島（平成５年） 

・ 白神山地（平成５年）  

・ 知床（平成１７年） 

 

※ この他、「石見銀山遺跡とその文化的景観」を平成１８年１月に推

薦、「平泉－浄土思想を基調とする文化的景観」を平成１９年２月

１日までに推薦予定 



                               
（４）世界遺産登録手続きの概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

暫定リストを世界遺産委員会事務局に提出 

世界遺産委員会の諮問機関による評価 

推薦書を世界遺産委員会事務局に提出 

世界遺産委員会における審査・登録の可否決定 
（推薦書提出の翌年７月頃） 

（推薦書提出の１年以上前） 

暫定リストの作成 

推薦書の作成 

暫定リスト 
暫定リストとは、条約締約国が世界遺産と

して価値を有していると考え、将来登録推

薦を行う意思のある物件のリストで、少な

くとも推薦書提出の１年前までに締約国

政府から提出することとされている。 

推薦書 
推薦書は、締約国が国内の物件を世界遺産

に推薦する際に提出する書類で、遺産とし

ての価値を証明するとともに、将来にわた

り保全するための方策等を示さなければ

ならない。毎年２月１日が提出の締め切り

となっている。 

諮問機関 
自然遺産の諮問機関は、ＩＵＣＮ（国際自

然保護連合）が務めている。 


